
   玉川村創業支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、村内における産業の振興及び活性化を図り、賑わいを創出することを

目的として、村内で創業する者を支援するため、玉川村創業支援事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、玉川村補助金等の交付に関する規則（昭和56年

玉川村規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 創業 事業を営んでいない個人が、新たに村内で事業を開始すること又は新たに会

社を設立し、当該会社が村内で事業を開始することをいう。 

 ⑵ 創業者 次のいずれかに該当する者をいう。 

  ア これから創業する者であって、原則として第10条に規定する実績報告書の提出期

限までに創業する者 

  イ 創業した日から１年未満の者 

  ウ 創業マルシェ支援事業を活用し、創業チャレンジの期間を終了した者（終了後１年

未満とする） 

 ⑶ 店舗 小売業、飲食業、サービス業、製造業を営む店舗（娯楽業及び風俗を伴う飲食

業を除く）をいう 

 ⑷ 小規模事業者 中小企業法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規定する小規模

事業者で、村内で事業を営む者 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

 ⑴ 村内に店舗を設置して、事業を営むこと 

 ⑵ 補助金を申請する日の属する年度内に創業することができ、具体的な計画を有する

者 

 ⑶ 市町村税等を滞納していないこと 

 ⑷ 当該事業を村内で、３年以上継続して行う者 

 ⑸ 許認可を要する業種を創業する者にあっては、既に当該許可を受けていること又は

当該許認可を受けることが確実であること 

 ⑹ 玉川村商工会会員及び玉川村観光物産協会の会員である者 

⑺ 玉川村暴力団排除条例（平成23年玉川村条例第18号）第２条第１号から第３号までに

該当しない者 



２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。 

 ⑴ 法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１に規定する公益法人 

 ⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

に該当する営業を営む者 

 ⑶ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者 

 ⑷ 日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）大分類Ａに分類される農業若しく

は林業又は大分類Ｂに分類される漁業を営む者 

 ⑸ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれに類する契約に基づく事業を

営む者 

 ⑹ 本補助金の交付を過去に受けていない者 

 ⑺ インターネット販売等のみで、カウンター等の対面販売設備を必要としない事業 

⑻ その他村長が適当でないと認める者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

に限り使用する経費のうち、別表に掲げる経費とする。 

 （補助金額等） 

第５条 補助金は補助対象経費に３分の１を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とし、上限額は100万円とする。ただし、補助対象経

費の２分の１以上が店舗改修費用で、かつ、村内事業所による施工の場合に限り、限度

額を150万円とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、玉川村

創業支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し

なければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号）及び創業塾内で作成した計画書 

⑵ 市町村税納税証明書（滞納がないことを証する書類） 

⑶ 事業所の場所が分かる位置図 

⑷ 申請日時点で創業している者については、創業の時期を確認できる書類（個人事業者

の場合は、税務署に提出した開業届の写し。法人の場合は、登記事項証明書の写し） 

⑸ 補助対象経費の内容が確認できる書類（見積書、契約書、図面、カタログ等） 

⑹ 玉川村商工会及び玉川村観光物産協会の会員確認書（任意様式） 

⑺ 当該店舗の権利関係が分かる書類（登記簿謄本・賃貸借契約書等） 

⑻ その他、村長が特に必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を決定した

ときは、玉川村創業支援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）、交付しないと決定し



たときは、玉川村創業支援事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通

知するものとする。 

２ 村長は、前項の審査にあたっては、申請書に添付された事業計画書等の内容について、

玉川村商工会のほか、特定創業支援事業による支援を受けた創業支援事業者から意見を

聴取することができる。 

 （補助事業の変更等） 

第８条 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容及び経費

の配分等を変更しようとするときは、あらかじめ、玉川村創業支援事業補助金変更承認申

請書（様式第５号）を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対

象経費の区分ごとの配分額の変更割合が20パーセント以下のときは、この限りではない。 

２ 村長は、前項の内容を審査した結果、変更を認めるときは、玉川村創業支援事業補助金

変更交付決定通知書（様式第６号）により、その旨を補助事業者に通知するものとする。 

３ 村長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は、当該条件を変更すること

ができる。 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、玉川村創業支援

事業補助金に係る補助事業中止（廃止）報告書（様式第７号）を村長に提出しなければな

らない。 

 （実績報告） 

第10条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに玉川村創業支援事業補助金実績報告書

（様式第８号）に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。 

 ⑴ 経費の積算根拠が確認できる書類（請求明細書の写し） 

 ⑵ 支払いが確認できる書類（領収書の写し） 

 ⑶ 事業の完了が確認できる書類（写真等） 

 ⑷ 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認

できる書類 

 ⑸ その他村長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第11条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査するとともに、必要に

応じ現地調査を行い、適正であると認めたときは、補助金額を確定し、玉川村創業支援事

業補助金交付額確定通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、玉川村創業支援事業補助金交付請求書

（様式第10号）を村長に提出しなければならない。 

 （補助金の支払） 

第13条 村長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。 



 （交付決定の取消し） 

第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

 ⑵ 起業の日から起算して３年を経過する日までに事業を中止し、又は事業所を村外に

移転したとき 

 ⑶ その他この要綱の規定に違反したとき 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき 

 （補助金の返還） 

第15条 村長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補

助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命

ずるものとする。 

 （検査） 

第16条 補助事業者は、村長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場

合又は補助事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。 

 （報告義務） 

第17条 補助事業者は、起業の日から起算して３年を経過する日までに事業を中止し、又は

事業所を村外に移転するときは、村長に書面で報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了の翌年度から３年間、年度ごとの確定申告書及び収支内

訳書の写しを４月末までに村長に提出しなければならない。 

 （財産処分の制限） 

第18条 補助事業者は、この補助事業により取得した財産を補助金交付の目的に反して使

用・譲渡・交換・貸付、又は担保に供する場合には、事前に村長の承認を受けなければな

らない。 

２ 村長は、前項の規定により承認した当該財産の処分により収入があったときは、補助事

業者に対し、その全部又は一部を村に納付させることができる。 

３ 前２項の規定は、交付の決定及び交付額の確定を受けた年度の終了後から減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規定する期間において適用す

る。 

 （委任） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定

める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  



別表（第４条関係） 

分類 経 費 項 目 対 象 経 費 備   考 

事 業 費 印刷製本費 資料等の印刷費として支払われる

経費 

 

 

資料購入費 図書、参考文献、資料等を購入す

るために支払われる経費 

 

 

通信運搬費 郵便代、郵送費用として外部に支

払われる経費 

 

 

借損料 事業に必要な機械装置、事務機器、

倉庫、敷地等のレンタル料、リー

ス料として支払われる経費 

 

 

委 託 費 ネットサービス導入

委託費 

事業実施のためにホームページ制

作、ソーシャルネットワーキング

サービスの導入を外部専門家に委

託した際に支払われる経費 

 

 

設 備 費 工事費 店舗等の開設に伴う外装工事及び

内装工事費 

（ただし住宅兼用の場合は店舗部

分に限る。） 

 

機械装置等購入費 事業に必要な機械装置、器具工具、

備品を購入するために支払われる

経費 

 

 

広告費 新聞掲載、チラシ折込、ＴＶ、ラジ

オ、インターネット等を使って宣

伝する際に支払われる経費 

 

 

そ の 他 その他 その他、村長が特に必要と認める

経費 

 

 

 

 


